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あなたの手の中にある

消費者市民カアップ諸E
【主催】NPO法人

消費者被害防止ネットながさき

【共催】長崎県、長崎市
【後援】消費生活相談員の会日長崎
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①bttT日 (火)消費者市民社会を考える
～:入れBらlきじめるS'Cs～

②7同 b日 (穴)投資話のウV・ホント「 ?
～昼睫殉Lら学ぶ金融商品～

③8同Z4日 (火)地球温暖化を考える
～持続可能な社会を目指して～

④9同 7日 (火)キャvシュレス社会こ孫ジ
'「

し通貨

※9同 48日 (土),3:30～ 15:30  302会議室
公開講座 「消費者搬客に遭う心理的専口」

⑤40同 5日 (火)最近の消費者卜巧7fb
～便利なネット社会の裏に～

③TT同う日(土)最後lきわが家で?
～在宅医療を考える～

⑦TZ同 7日 (火)人生会議をしをしかう 308会議室
～あなたの裡いを六七]なAへ…～
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◆講座に関するお問い合わせは、長崎県消費生活センター (担当 :里・野口 )まで
TEL:095-823-2フ 81

◆受講のお申込みは、下記の申込書をご利用のうえ、 FAXで お願いいたします。
FAX:095-823-14フ ア

◇開催場所◇ 長崎県庁1階・協働エリア(長崎市尾上町3-1)

◇開催時間◇ 13:30～ 15:30
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NPO法人消費者被害防止ネットながさきのご案内

消費者被害防止ネットながさき (CPネットながさき)は、

2016年 1月 20日 に、大学教授、弁護士、司法書士、消

費生活相談員などを中心に設立されたNPO法人です。

消費者被害を根絶し、消費者の権利を確立するため、消費

生活の安全・安心に寄与することを目的として、適格消費者

団体の認定を受けるべく活動しています。

【適格消費者団体とは】

不特定多数の消費者の権利を擁護するために

差止請求権を行使するのに必要な適格性を有す

る消費者団体として、内閣総理大臣の認定を受

けた法人をいいます。

認定されると、強引な勧誘・不当な契約内容・

誤つた内容の表示など、事業者の問題ある行為

を止めるよう、消費者に代わつて裁判で請求 (差

止請求)することができるようになります。

【情報提供のお願い】

「こんなとき返金してもらえないの ?」「角早約料が高すぎない ?」「勧誘の仕方がひどいのでは ?」「こんな表示

では分からない」など、「おかしいな ?」 聯内得できない !」 ということがあれば晴報をお寄せください。

当法人で分析・検討を行い、必要と判断した場合は、事業者に対して是正を球めます。ただし、個別の救済を

するものではありませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。

■TEL:095-895-8S20(祝 日を除く毎週火曜日10:30～ 13:30)
■FAX:095… 895-8521     ■E‐maii:info@cpnet‐ nagasaki.org

【入会のお願い】

誰もが安心して暮らせる地域社会を目指す活動を支えていただける会員を募集しています。当法人の趣旨にご

賛同いただき、会員として加入していただきたく、お願い申し上げます。

年会資 :正会員 (総会の議決権あり)は 1口 2000円、賛助会員 (総会の議決権なし)は 1回 1000円
個人会員は1口以上、団体会員は5口以上となつています。

振込先 :十八親和銀行 県庁支店 (曽)1013808 又は 九州労働金庫 長崎支店 (普)5589080
口座名義 特定非営利活動法人 消費者被害防止ネットながさき

【当法人の主な活動内容】

1.消費者被害の未然防止

消費者被害についての情報提供や学留会・講演会などを通

して、被害の未然防止活動を行います。

2E消費者政策に関する提言

消費者被害の防止や救済に対する政策および環境整備の

充実に向け提言を取りまとめ、行政へ提出していきます。

3二 事業者への申し入れなど

消費者被害の調査・研究を行い、悪質と思われる事業者

に対して、申し入れなどの意見書を送付します。

爛

入会申込書

NPO法人消費者被害防止ネットながさき 御中

私は、

会費

FAX:095-895-8521
貴法人の ( 個人正会員 / 団体正会員 / 個人賛助会員 / 団体賛助会員 )となるべく、

口 (合計         円) を添えて、貴法人への入会を申し込みます。

申込国 20  年   月   日

※
※

※

(フ リガナ)

氏 名
連絡先

電話

FAX

住 所
T

職業 所属

等
Eメール

年会費は毎年ご負担いただく必要があります。

ご記入いただいた個人情報は、関係法令、当法人の個人情報保護規程に基づき適切に管理し、会員名簿の作成、総会の開催通知及び会費の請求

等、当法人の事務並びに学晋会の案内警情報提供を目atと して利用し、法令に定める場合を除き、同意を得ることなく第二者に提供しません。

Eメ ールフドレスは、二]―スレメフー等の誤信の十めメー
')ツ
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